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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機前方から視認可能な位置に設けられている遊技盤と、
　前記遊技盤の前面側に設けられ、遊技球が流れ落ちる遊技領域と
を備え、
　前記遊技盤が、板状をなすベース部材、及びそのベース部材の前面に取り付けられて絵
柄が印刷されてなるシート材を含んで構成された遊技機であって、
　前記ベース部材に形成され、遊技機の前後方向に開口する開口部と、
　前記開口部を介して前記シート材の背面に光を照射する発光手段と、
　不透明な材料で形成されているとともに、前記発光手段からの光を規制する規制部が設
けられている光規制部材と
を備え、
　前記光規制部材は、当該光規制部の前端部が前記シート材の背面に接する状態で配置さ
れ、
　前記光規制部材は、前記遊技盤の背面への接触部を有し、
　前記遊技盤における前記接触部との接触部位から前記シート材の背面までの、前記遊技
盤の前面と直交する方向における距離寸法と、前記規制部の前端部から前記接触部までの
、前記遊技盤の前面と直交する方向における距離寸法とをほぼ同一とし、
　前記シート材における前記開口部の前方に位置する部位の少なくとも一部は、光透過性
を有し、
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　前記発光手段から発せられた光が、前記シート材を介して遊技機前方に射出されること
を特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤を枠体に搭載してなる遊技機
本体と、遊技機本体の前面側に取り付けられた前扉枠とを備えているものがある。遊技領
域には入賞口、入賞装置等の各種遊技機器が設けられている。遊技者により遊技球発射ハ
ンドルが操作されると遊技球が遊技領域に向けて発射され、発射された遊技球が入賞口や
入賞装置などに入賞すると、それに伴い所定個数の遊技球が払い出される。
【０００３】
　このような遊技機においては、遊技盤の周縁部や遊技盤面上に発光部（発光体）が設け
られていることが多い。例えば遊技状況に応じてこれら発光部が点灯又は点滅することで
、遊技演出（発光演出）がなされたり、遊技者やホール管理者等に対して遊技状態の報知
がなされたりする。
【０００４】
　また、上述した遊技盤の多くは、遊技盤の主体となる合板とその合板の表面に貼り付け
られたシート材（いわゆるセルシート）とを備えている。シート材は透明性を有する合成
樹脂材料により形成されており、合板と対向する面には所定の絵柄が付与（例えば印刷）
されている。それら絵柄によって遊技盤の意匠性の向上等が図られている。また、絵柄を
シート材の背面に付与することで、遊技球が絵柄に直接接触することに起因して絵柄が剥
がれたり摩耗したりするといった不都合を生じにくくしている。
【０００５】
　近年では、遊技盤の合板に開口部を形成し、それら開口部の内部に発光体を配置する遊
技機が提案されている（例えば特許文献１参照）。発光体から発せられた光は開口部を介
してシート材の背面に到達し、シート材を通して遊技機前方に射出される。すなわち、シ
ート材が発光する。例えばシート材に付与された絵柄を発光させることにより演出効果の
向上が図られている（シート発光）。
【特許文献１】特開平２－３９７８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の如くシート材（例えば絵柄）を発光させる構成においては、その
発光模様が開口部の前端縁の形に依存することとなる。発光模様は機種ごとに変更される
ものであり、各機種毎に対応しようとすれば遊技盤（詳しくは合板）の共有化が困難とな
り、例えば遊技盤の加工費用がかさむ等の不都合が生じ得る。一方、例えば発光の態様を
共通化すると、発光演出の差別化を図りにくくなったり、シート材における所望とする範
囲（絵柄等）にのみに光を通すことが困難となったりすると想定される。すなわち、発光
時にその模様が滲み、模様の輪郭が不明瞭となりやすくなると懸念される。故に、所望と
する模様（絵柄等）のみを発光させるといったインパクトのある発光演出の実施が困難に
なり得る。
【０００７】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、発光模様の独自性を担保
しつつ、シート材を介して行なわれる発光演出を所望とする範囲で行うことのできる遊技
機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明は、
　遊技機前方から視認可能な位置に設けられている遊技盤と、
　前記遊技盤の前面側に設けられ、遊技球が流れ落ちる遊技領域と
を備え、
　前記遊技盤が、板状をなすベース部材、及びそのベース部材の前面に取り付けられて絵
柄が印刷されてなるシート材を含んで構成された遊技機であって、
　前記ベース部材に形成され、遊技機の前後方向に開口する開口部と、
　前記開口部を介して前記シート材の背面に光を照射する発光手段と、
　不透明な材料で形成されているとともに、前記発光手段からの光を規制する規制部が設
けられている光規制部材と
を備え、
　前記光規制部材は、当該光規制部の前端部が前記シート材の背面に接する状態で配置さ
れ、
　前記光規制部材は、前記遊技盤の背面への接触部を有し、
　前記遊技盤における前記接触部との接触部位から前記シート材の背面までの、前記遊技
盤の前面と直交する方向における距離寸法と、前記規制部の前端部から前記接触部までの
、前記遊技盤の前面と直交する方向における距離寸法とをほぼ同一とし、
　前記シート材における前記開口部の前方に位置する部位の少なくとも一部は、光透過性
を有し、
　前記発光手段から発せられた光が、前記シート材を介して遊技機前方に射出されること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、発光模様の独自性を担保しつつ、シート材を介して行なわれる発光演
出を所望とする範囲で行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明を、必要に応じて効果等を示しつつ説明
する。
【００１１】
　以下の各手段は、「遊技機の一種であるパチンコ機には、遊技領域が形成された遊技盤
を枠体に搭載してなる遊技機本体と、遊技機本体の前面側に取り付けられた前扉枠とが備
えられている。遊技領域には入賞口、入賞装置等の各種遊技機器が設けられている。遊技
者により遊技球発射ハンドルが操作されると遊技球が遊技領域に向けて発射され、発射さ
れた遊技球が入賞口や入賞装置などに入賞すると、それに伴い所定個数の遊技球が払い出
される。このようなパチンコ機においては、遊技盤の周縁部や遊技盤面上に発光部（発光
体）が設けられていることが多い。例えば遊技状況に応じてこれら発光部が点灯又は点滅
することで、遊技演出（発光演出）がなされたり、遊技者やホール管理者等に対して遊技
状態の報知がなされたりする。また、上述した遊技盤の多くは、遊技盤の主体となる合板
とその合板の表面に貼り付けられたシート材（いわゆるセルシート）とを備えている。シ
ート材は透明性を有する合成樹脂材料により形成されており、合板と対向する面には所定
の絵柄が付与（例えば印刷）されている。それら絵柄によって遊技盤の意匠性の向上が図
られている。また、絵柄をシート材の背面に付与することで、遊技球が絵柄に直接接触す
ることに起因して絵柄が剥がれたり摩耗したりするといった不都合を回避可能としている
。近年では、遊技盤の合板に開口部を形成し、それら開口部の内部に発光体を配置する遊
技機が提案されている（例えば特許文献１参照）。発光体から発せられた光は開口部を介
してシート材の背面に到達し、シート材を通して遊技機前方に射出される。すなわち、シ
ート材が発光する。例えばシート材に付与された絵柄を発光させることにより演出効果の
向上が図られている（シート発光）。しかしながら、上述の如くシート材（例えば絵柄）
を発光させる構成においては、その発光模様が開口部の前端縁の形に依存することとなる



(4) JP 5282395 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

。発光模様は機種ごとに変更されるものであり、各機種毎に対応しようとすれば遊技盤（
詳しくは合板）の共有化が困難となり、例えば遊技盤の加工費用がかさむ等の不都合が生
じ得る。一方、発光の態様を共通化すると、発光演出の差別化を図りにくくなったり、シ
ート材における所望とする範囲（絵柄等）にのみに光を通すことが困難となったりする。
すなわち、発光時にその模様が滲み、模様の輪郭が不明瞭となりやすい。故に、所望とす
る模様（絵柄等）のみを発光させるといったインパクトのある発光演出の実施が困難にな
ると想定される。」という技術背景及び課題等を解決するためになされたものである。
【００１２】
　手段１．遊技機前方から視認可能な位置に設けられている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤の前面側に設けられ、遊技球が流れ落ちる遊技領域と
を備え、
　前記遊技盤が、板状をなすベース部材（ベース部材８１）、及びそのベース部材の前面
に取り付けられて絵柄が印刷されてなるシート材（シート材１７０）を含んで構成されて
いる遊技機であって、
　前記ベース部材に形成され、遊技機の前後方向に開口する開口部（開口部２８３～２８
８）と、
　前記シート材の後方に配置され、前記開口部を介して前記シート材の背面に光を照射す
る発光手段（基板２５１～２５６や発光体２５９等）と、
　前記発光手段からの光を規制する光規制部が設けられた光規制部材（カバー部材２５７
，２５８）と
を備え、
　前記光規制部は、当該光規制部材が前記シート材の背面に接する状態で配置され、
　前記シート材における前記開口部の前方に位置する部位の少なくとも一部は、光透過性
を有し、
　前記光規制部によって規制された光が、前記シート材を介して遊技機前方に射出される
ことを特徴とする遊技機。
【００１３】
　手段１の遊技機では、発光手段から射出された光は、光規制部材の光規制部によって照
射範囲が規制された状態でシート材の背面に到達する。シート材の開口部に対応する部位
は光透過性を有するため、発光手段からの光がシート材を通過し遊技機前方に射出される
。本手段においては特に、光規制部がシート材の背面に接する構成となっているため、光
規制部とシート材との間における光の広がり（滲み）が抑制されるため、所望とする範囲
での発光が可能である。これにより、発光模様の輪郭をぼやけにくくすることができ、イ
ンパクトのある発光演出が可能となる。例えば、光規制部材によって規定される光の照射
範囲が所定の絵柄をなすように構成するとよい。
【００１４】
　また、開口部が発光範囲（模様）を決定するのではなく光規制部材（詳しくは光規制部
）によって発光範囲が決定される。このため、開口部の形を簡素化することが可能となる
。遊技盤の開口部を変更しなくても、光規制部材（詳しくは光規制部）の変更のみで多様
な発光模様を実現できる。すなわち、光規制部を変更することで遊技機毎の発光模様の差
別化が可能となる。このように光規制部によって発光模様を規定する構成とすることで、
開口部の共通化を図ることが可能となる。換言すれば、遊技盤のベース部材の共通化を実
現することができる。故に、演出効果の向上にともなう製造コストの増加を抑えつつ、発
光模様の独自性を担保することができる。
【００１５】
　なお、「接する状態」とは、シート材と光規制部との間に隙間がない状態を示し、設計
上の設定又は製造上のばらつきによりシート材と光規制部との間に若干の隙間が存在する
ものの、シート材に遊技球が当たった際にシート材が撓むことでシート材と光規制部とが
当たる状態を含んでいる。
【００１６】
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　手段２．遊技機前方から視認可能な位置に設けられている遊技盤と、
　前記遊技盤の前面側に設けられ、遊技球が流れ落ちる遊技領域と
を備え、
　前記遊技盤が、板状をなすベース部材、及びそのベース部材の前面に取り付けられて絵
柄が印刷されてなるシート材を含んで構成されている遊技機であって、
　前記ベース部材に形成され、遊技機の前後方向に開口する開口部と、
　前記シート材の後方に配置され、前記開口部を介して前記シート材の背面に光を照射す
る発光手段と、
　不透明な材料で形成されているとともに、前記発光手段からの光を規制する筒状の光規
制部が設けられている光規制部材と
を備え、
　前記光規制部材は、前記光規制部の前端縁が前記シート材の背面に接する状態で配置さ
れ、
　前記シート材における少なくとも前記開口部の前方に位置する部位は、光透過性を有し
、
　前記光規制部材によって規制された光が、前記シート材を介して遊技機前方に射出され
ることを特徴とする遊技機。
【００１７】
　手段２の遊技機では、手段１と同様の効果を簡易な構成で実現可能である。具体的には
、シート材への光の照射範囲を規制するには、本手段に示すように、不透明な筒状の光規
制部によって光の広がりを抑えるとよい。光規制部の前端部がシート材の背面に接する構
成となっており、シート材への照射範囲は光規制部の前端縁の形に依存して決定される。
これにより、所望とする範囲での発光演出を好適に実現できる。
【００１８】
　手段３．遊技機前方から視認可能な位置に設けられている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤の前面側に設けられ、遊技球が流れ落ちる遊技領域と
を備え、
　前記遊技盤が、板状をなすベース部材（ベース部材８１）、及びそのベース部材の前面
に取り付けられて絵柄が印刷されてなるシート材（シート材１７０）を含んで構成されて
いる遊技機であって、
　前記ベース部材に形成され、遊技機の前後方向に開口する開口部（開口部２８３～２８
８）と、
　前記シート材の後方に配置され、前記開口部を介して前記シート材の背面に光を照射す
る発光手段（基板２５１～２５６や発光体２５９等）と、
　前記シート材の背面側に設けられているとともに、透明又は半透明な材料で形成され、
同シート材における前記発光手段の光の照射範囲を規制する光規制部材（カバー部材２５
７，２５８）と
を備え、
　前記光規制部材は、前記開口部を塞ぐ壁部（例えば天壁２８０～２８２の前面）を有し
、
　前記壁部は、光を通す光透過部（例えば非塗装領域２８０ａ～２８２ａ）及び光を通さ
ない非光透過部を有するとともに、その前面が前記シート材の背面と遊技機の前後方向に
おいて同じ位置に設定され、
　前記シート材における少なくとも前記光透過部の前方に位置する部位は、光透過性を有
し、
　前記発光手段から発せられた光が、前記シート材を介して遊技機前方に射出されること
を特徴とする遊技機。
【００１９】
　手段３の遊技機では、手段１と同様の効果を簡易な構成で実現可能である。具体的には
、シート材への光の照射範囲を規制するには、本手段に示すように、シート材の背面に接
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する壁部によって光の広がりを抑えるとよい。壁部は光透過部と非光透過部とを有してお
り、光透過部を通過した光のみがシート材の背面に到達する。光透過部と非光透過部とに
よって所定の模様(絵柄)を構成することで、発光の模様（絵柄）を規定することができる
。これにより、所望とする範囲での発光演出を好適に実現できる。
【００２０】
　手段４．遊技機前方から視認可能な位置に設けられている遊技盤（遊技盤８０）と、
　前記遊技盤の前面側に設けられ、遊技球が流れ落ちる遊技領域と
を備え、
　前記遊技盤が、板状をなすベース部材（ベース部材８１）、及びそのベース部材の前面
に取り付けられて絵柄が印刷されてなるシート材（シート材１７０）を含んで構成された
遊技機であって、
　前記ベース部材に形成され、遊技機の前後方向に開口する開口部（開口部２８３～２８
８）と、
　前記シート材の後方に配置され、前記開口部を介して前記シート材の背面に光を照射す
る発光手段（基板２５１～２５６や発光体２５９等）と、
　不透明な材料で形成されているとともに、前記発光手段からの光を規制する筒状の光規
制部が設けられた光規制部材（カバー部材２５７，２５８）と
を備え、
　前記光規制部材は、前記遊技盤の背面への接触部（ベースプレート２６５，２６６）を
有し、
　前記遊技盤における前記接触部との接触部位から前記シート材の背面までの、前記遊技
盤の前面と直交する方向における距離寸法と、前記光規制部の前端縁から前記接触部まで
の、前記遊技盤の前面と直交する方向における距離寸法とをほぼ同一とし、
　前記シート材における少なくとも前記開口部の前方に位置する部位は、光透過性を有し
、
　前記発光手段から発せられた光が、前記シート材を介して遊技機前方に射出されること
を特徴とする遊技機。
【００２１】
　手段４の遊技機では、手段１と同様の効果を簡易な構成で実現可能である。具体的には
、シート材への光の照射範囲を規制するには、本手段に示すように、不透明な筒状の光規
制部によって光の広がりを抑えるとよい。光規制部の前端部がシート材の背面に接する構
成となっており、シート材への照射範囲は光規制部の前端縁の形に依存して決定される。
これにより、所望とする範囲での発光演出を好適に実現できる。
【００２２】
　なお、「ほぼ同一」とは、両寸法が完全に一致する場合の他、製造ばらつきや、組み付
けばらつき等に起因する距離寸法の差異や予め設定された設計上の寸法差異を許容するこ
とを示す。すなわち、シート材に遊技球が当たった際やシート材の清掃の際等においてシ
ート材が撓むことでシート材と壁部とが当たる程度の寸法差異が存在している状態を含む
ことを示している。
【００２３】
　また、「遊技盤の接触部位」は、ベース材に設定された接触部位を示す他、ベース材と
ベース材以外の別部材との集合体で構成された遊技盤の場合、ベース材に設定された接触
部位やそれら別部材に設定された接触部位を示す。すなわち、接触部位は、遊技盤として
ユニット化されたベース材以外の別部材に設定してもよいものである。
【００２４】
　手段１乃至手段３においては、シート材のシート発光部位に所定の模様（絵柄等）を付
与してもよいし付与しなくてもよい。仮に模様を付与しない構成とした場合、発光時にの
み模様を表示する（浮かび上がらせる）ことが可能である。
【００２５】
　手段５．前記光規制部材が前記ベース部材の背面に接触する接触部（ベースプレート２
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６５，２６６）を有し、その接触部が前記ベース部材に接触した状態で、前記光規制部材
が前記シート材の背面に接していることを特徴とする手段１乃至手段４のいずれか１つの
手段に記載の遊技機。
【００２６】
　光規制部材（具体的には光規制部又は壁部）とシート材とが接する構成とすることで、
発光範囲（模様の輪郭）の明瞭化に貢献することができる。しかしながらその反面、光規
制部材とシート材との相対位置がばらつく等することで、両者が強干渉しシート材が変形
するといった不都合の発生が懸念される。
【００２７】
　本手段によれば、光規制部材とシート材との相対位置が、ベース部材の背面と光規制部
材の接触部とが接触することによって決定される。これにより、シート材と光規制部材と
が強干渉するといった不都合を抑制することができる。例えば光規制部材を遊技盤の後方
から装着する際に、作業者によって光規制部材が過度に押し込まれるといった不都合を回
避することができる。このようにシート材と光規制部材との強干渉を回避することで、シ
ート材の変形を抑えることができる。これにより、シート材（絵柄）が部分的に張り出し
たり破れたりすることで意匠性が損なわれるといった不都合を回避することができる。ま
た、シート材の変形が抑えられることで、仮にシート発光部位（発光手段）を遊技領域に
配置したとしても、遊技領域における遊技球の正常な流下が阻害されたりするといった不
都合を抑制可能である。これにより、シート発光部位の配置自由度を向上に貢献すること
ができる。
【００２８】
　以上により、発光範囲（模様の輪郭）の明瞭化を実現することでインパクトのある発光
演出を可能としつつ、シート発光部位の配置自由度を向上することができる。
【００２９】
　手段６．前記開口部が、少なくとも前記遊技領域の後方に配置されていることを特徴と
する手段１乃至手段５のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００３０】
　手段６によれば、開口部すなわちシート発光部位が遊技領域内に配置されている。これ
により、シート発光部位の配置可能な領域を広げ装飾性の向上を図ることができる。
【００３１】
　手段４及び手段５に示したように、光規制部材のシート材に対する強干渉が抑制されて
おり、シート材の変形を回避可能な構成となっている。すなわち、遊技領域における遊技
球の流下経路に影響を与えにくい構成となっている。故に、遊技性の悪化を回避しつつ、
シート発光部位の配置の自由度を一層高めることができる。
【００３２】
　手段７．前記発光手段は、前記遊技盤の後方寄り又は前記遊技盤の背面位置よりも後方
に配置されていることを特徴とする手段１乃至手段６のいずれか１つの手段に記載の遊技
機。
【００３３】
　手段７によれば、発光手段とシート材との間の距離を担保することができる。このよう
に両者の間隔を担保することで、光源位置からシート材に到達するまでの間にて、すなわ
ち光規制部材の内部にて光を拡散させやすくすることができる。これにより、光がシート
材の背面に到達した状態での光量のばらつきを抑え、発光模様の輪郭部分への光の供給を
好適に実現することができる。故に、発光模様の輪郭を一層顕著なものとすることができ
る。
【００３４】
　手段８．前記光規制部材によって規制された光のシート材への照射範囲の境界線と、前
記シート材における前記開口部の前方に配置された所定絵柄（絵柄１７５）の描画範囲の
外形線とが遊技機の正面視において全体で重なっており、前記シート材は、少なくとも前
記描画範囲において光透過性を有していることを特徴とする手段１乃至手段７のいずれか
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１つの手段に記載の遊技機。
【００３５】
　手段８によれば、シート材に付与された所定の絵柄を発光させることができる。光規制
部材から光が射出される部位（より詳しくは光規制部や壁部）とシート材とが当接又は近
接しているため、光規制部材からシート材に至るまでに光が広がる（回折する）といった
不都合を抑制することができる。これにより、所定の絵柄の描画範囲のみを発光させるこ
とができる。故に、発光範囲を絵柄に合わせることで発光しない部分との差異を明確にし
、発光演出時のインパクトを向上することができる。
【００３６】
　なお、「所定絵柄」とは、例えば各遊技機及び各機種固有のキャラクタ，装飾絵柄，文
字等を示す。また、それらキャラクタ等の一部分に配置された特定の模様等を含むもので
ある。例えば、シート材に一匹の魚の絵が描かれておりその魚の絵全体を発光させる場合
にはその魚の絵全体が所定絵柄に該当し、その魚の一部、例えば一枚の鱗等を発光させる
場合にはその鱗等が所定絵柄に該当する。
【００３７】
　また、「遊技機の正面視において全体で重なっており」とは、照射範囲の境界線と所定
絵柄の描画範囲の外形線とがその全周において重なっている状態を示しており、手段２０
に示すように光規制手段の取り付けばらつきや製造ばらつき等に起因して、それら境界線
及び外形線に若干のずれが生じる場合を含むものである。
【００３８】
　手段９．前記光規制部材は、同光規制部材の筒状部分（例えば周壁２７７～２７９）を
塞ぐとともに前記シート材と対向する壁部（例えば天壁２８０～２８２）を備え、その壁
部が光を通す光透過部（例えば非塗装領域２８０ａ～２８２ａ）と光を通さない非光透過
部とを有することを特徴とする手段１乃至手段８のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００３９】
　手段９によれば、シート材に入射する光の形（照射範囲）は壁部を通過することで決定
される。すなわち、光規制部材の筒状部分によって射出される光の形を決定する必要が無
い。これにより筒状部分の構造の簡素化を図ることができる。また、筒状部分を簡素化す
ることで、発光手段から射出された光が筒状部分内で広がりやすくなる。このように筒状
部分での光の広がりを容易とすることで、光の分散を促進し壁部（光透過部）を通過する
光の光量のばらつきを低減することができる。故に、シート材に照射される光の光量をば
らつきにくくでき、発光模様がまだらになるといった不都合を抑制できる。発光量の均質
化を図ることで、発光する部位と発光しない部位との差を明確にし、所望とする範囲での
発光に貢献することができる。
【００４０】
　また、光透過部及び非光透過部の配置を変更することで発光態様（模様）に変化をもた
せることができる。故に、遊技盤の開口部等を変更することなく、発光態様の自由度を高
めることができる。
【００４１】
　手段１０．前記壁部の前面が、前記シート材の背面と平行であることを特徴とする手段
３又は手段９に記載の遊技機。
【００４２】
　手段１０によれば、シート材と壁部との距離のばらつきを抑えることができる。これに
より、発光模様が部分的にぼやけたりするといった不都合を抑制することができる。また
、光規制部材の端部（エッジ）がシート材に当たりにくくすることができる。このため、
シート材（絵柄）と光規制部材とが引っ掛かるといった不都合を抑制することができ、シ
ート材（絵柄）の保護に貢献することができる。
【００４３】
　手段１１．前記光規制部材が一体成形されていることを特徴とする手段１乃至手段１０
のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
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【００４４】
　光規制部材はその接触部がベース部材の背面に接することで遊技盤（シート材）に対す
る位置決めがなされている。接触部と光規制部材とが別部材で構成された場合を想定すれ
ば、両者の組み付けばらつきを考慮してシート材と光規制部材とのクリアランスを大きく
設定する必要が生じる。これにより、発光模様がぼやけるといった不都合が生じやすくな
ると懸念される。本手段においては、光規制部材を一体成形することで、組み付けばらつ
きの排除を実現している。これにより、シート材と光規制部材とのクリアランスを比較的
小さく設定することができる。故に、シート材における所望とする範囲での発光を容易な
ものとすることができる。
【００４５】
　手段１２．前記開口部を複数備えるとともに、前記発光手段及び前記光規制部材を複数
備え、これら発光手段及び光規制部材を基材（集合板１８０）に組み付けて集合ユニット
（集合板ユニット１５０）を構成し、その集合ユニットが前記ベース部材に対し着脱自在
に取り付けられていることを特徴とする手段１乃至手段１１のいずれか１つの手段に記載
の遊技機。
【００４６】
　手段１２によれば、発光手段を複数設けることで、装飾効果及び発光演出効果の向上を
図ることができる。しかしながら、このように発光手段を複数設けた場合、装飾効果及び
発光演出効果の向上を図ることができる反面、発光手段や光規制部材等の着脱作業が煩雑
化すると懸念される。これら発光手段や光規制部材を基材に組み付けて集合ユニットを構
成することで、それらを一体化した状態で着脱できる。これにより、メンテナンス時等の
作業性を担保することができる。故に、装飾効果及び発光演出効果の向上を図りつつ、そ
れに起因する作業性の悪化を抑制することができる。
【００４７】
　例えば、遊技盤の背面側に遊技球を排出する排出通路形成部材を設け、この排出通路形
成部材に発光手段及び光規制部材を装着するとよい。
【００４８】
　手段１３．前記光規制部材が前記遊技盤の後方から装着される遊技機であって、前記開
口部と前記光規制部材との対向する面の少なくとも一方に、遊技機前方から後方に向かっ
て広がる傾斜面（例えばテーパ部２７０ａ～２７２ａ）が設けられていることを特徴とす
る手段１乃至手段１２のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００４９】
　手段１３によれば、光規制部材は遊技盤の後方から装着される。開口部と光規制部材と
の対向する面の少なくとも一方、すなわち開口部の内周面及び光規制部材における筒状部
分の外周面の少なくとも一方に傾斜面が設けられている。これにより、光規制部材を装着
する際の引っ掛かりを抑制し、作業性を担保することができる。特に手段１２（複数の開
口部と複数の光規制部材とを有する構成）との組み合わせにおいては、作業性の悪化を一
層好適に抑制することができる。
【００５０】
　例えば、開口部の後端部すなわち光規制部材が挿入される入口部分に、遊技機後方に向
かって広がるテーパ面を形成するとよい。また、光規制部材の筒状部分の先端に先細り状
をなすテーパ面を形成することも可能である。
【００５１】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【００５２】
　弾球遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作手段
の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、その
発射された遊技球を所定の遊技領域に導く誘導部（内，外レール部１０１，１０２）と、
遊技領域内に配置された各遊技部品（一般入賞口８２等）とを備えた遊技機。
【００５３】
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　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び図３
はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図、図４はパチンコ機１０の背面図で
ある。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００５４】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部１２とを有する。外枠１１は木製の板
材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ機１０は、外
枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。
【００５５】
　遊技機主部１２は、ベース体としての本体枠１３と、その本体枠１３の前方に配置され
る前扉枠１４と、本体枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。
遊技機主部１２のうち本体枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細に
は、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として本体枠１３が前方へ回動可能
とされている。
【００５６】
　本体枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視
で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、本
体枠１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回動可能に支持されており、
正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。
【００５７】
　次に、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１～図３を参照すると
ともに、前扉枠１４の背面の構成については図５を参照する。図５は、前扉枠１４の背面
図である。
【００５８】
　前扉枠１４は本体枠１３の前面側全体を覆うようにして設けられている。前扉枠１４に
は後述する遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部２１が形
成されている。窓部２１は、略楕円形状をなし、透明性を有するガラス２２が嵌め込まれ
ている。窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部
２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２３が設けられている。環
状電飾部２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯
や点滅が行われる。また、環状電飾部２３の中央であってパチンコ機１０の最上部には所
定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２４が設けられ、さらにその左右側方には賞
球払出中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられている。また、左右の賞球ランプ部２５
に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２６が設けら
れている。
【００５９】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。上皿３３は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
ながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３
３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００６０】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設
けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【００６１】
　前扉枠１４の背面には、図２及び図５に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じ
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る前扉側上皿通路５１と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路５２とが形成されている。通
路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部５
３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉側上
皿通路５１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉側上皿通路５１及
び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路５
１に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路５２に入った遊技球は下皿３４に
導かれる。
【００６２】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図５の右側）には、その上端部及び下端部に突
起軸６１，６２が設けられている。これら突起軸６１，６２は本体枠１３に対する組付機
構を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側（図５の左側）には、図２に
示すように、後方に延びる鉤金具６３が上下方向に複数並設されている。これら鉤金具６
３は本体枠１３に対する施錠機構を構成する。
【００６３】
　次に、本体枠１３について詳細に説明する。図６は本体枠１３の正面図である。
【００６４】
　本体枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７１を主体に構成され
ている。樹脂ベース７１の前面における回動基端側（図６の左側）には、その上端部及び
下端部に支持金具７２，７３が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７２，
７３には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入され
ることにより、本体枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
【００６５】
　樹脂ベース７１の前面における回動先端側（図６の右側）には、前扉枠１４の背面に設
けられた鉤金具６３を挿入するための挿入孔７４がそれぞれ設けられている。本パチンコ
機１０では、本体枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１３の背
面側に隠れて配置される構成となっている。したがって、鉤金具６３が挿入孔７４を介し
て施錠装置に係止されることによって、前扉枠１４が本体枠１３に対して開放不能に施錠
される。
【００６６】
　樹脂ベース７１の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７５が設
置されている。シリンダ錠７５は施錠装置に一体化されており、シリンダ錠７５の鍵穴に
差し込んだキーを右に回すと本体枠１３に対する前扉枠１４の施錠が解かれるようになっ
ている。なお、シリンダ錠７５の鍵穴に差し込んだキーを左に回すと外枠１１に対する本
体枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【００６７】
　樹脂ベース７１の中央部には略楕円形状の窓孔７６が形成されている。樹脂ベース７１
の背面側には遊技盤８０が着脱可能に取り付けられている。遊技盤８０は木製の合板より
なるベース部材８１を有し、そのベース部材８１の前面には光透過性を有するシート材１
７０（いわゆるセルシート）が設けられている（図１８参照）。シート材１７０は、遊技
盤８０とほぼ同じ大きさ（外形）に形成され、遊技盤８０の前面に接着等の固定手段によ
って取り付けられている。シート材１７０には絵柄等の装飾が付与されている。これによ
り、遊技盤８０の意匠性の向上が図られている。遊技盤８０の前面（シート材１７０の前
面）には、遊技球が流下する遊技領域が形成されている。この遊技領域は樹脂ベース７１
の窓孔７６を通じて本体枠１３の前面側に露出した状態となっている。以下、遊技盤８０
の主要な構成（シート材１７０を除く）を図７に基づいて説明する。なお、シート材１７
０についての詳細は後述する。
【００６８】
　遊技盤８０には、ルータ加工が施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開
口部が形成されている。各開口部には、一般入賞口８２，可変入賞装置８３，作動口８４
ａ，作動口８４ｂ，スルーゲート８５及び可変表示ユニット８６等がそれぞれ設けられて
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いる。一般入賞口８２、可変入賞装置８３及び作動口８４に遊技球が入ると、それが後述
する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出しが実
行される。その他に、遊技盤８０の最下部にはアウト口８７が設けられており、各種入賞
口等に入らなかった遊技球はアウト口８７を通って遊技領域から排出される。
【００６９】
　また、遊技盤８０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘８８
が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００７０】
　可変表示ユニット８６には、作動口８４ａ，８４ｂへの入賞をトリガとして図柄を可変
表示する図柄表示装置９１が設けられている。また、可変表示ユニット８６には、図柄表
示装置９１を囲むようにしてセンターフレーム９２が配設されている。センターフレーム
９２の上部には、第１特定ランプ部９３及び第２特定ランプ部９４が設けられている。ま
た、センターフレーム９２の上部及び下部にはそれぞれ保留ランプ部９５，９６が設けら
れている。下側の保留ランプ部９５は、図柄表示装置９１及び第１特定ランプ部９３に対
応しており、遊技球が作動口８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９
５の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。上側の保留ランプ部９６
は、第２特定ランプ部９４に対応しており、遊技球がスルーゲート８５を通過した回数は
最大４回まで保留され保留ランプ部９６の点灯によってその保留個数が表示されるように
なっている。
【００７１】
　図柄表示装置９１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置９１には、例えば左、
中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生
することとなる。
【００７２】
　第１特定ランプ部９３では、作動口８４への入賞をトリガとして所定の順序で発光色の
切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には大当たりが発生する。ま
た、第２特定ランプ部９４では、遊技球のスルーゲート８５の通過をトリガとして所定の
順序で発光色の切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には作動口８
４ｂに付随する電動役物８９が所定時間だけ開放状態となる。より詳しくは、作動口８４
ｂにおいては、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い状態（閉状態）になっており
、電動役物８９が開放されることで遊技球が入賞しやすい状態に切り換えられるようにな
っている。
【００７３】
　可変表示ユニット８６は遊技盤８０の中央上寄りに配置されており、その下方に作動口
８４ａ，８４ｂが配置されている。より詳しくは、作動口８４ａ，８４ｂは、作動口８４
を上側、作動口８４ｂを下側として上下に並設されている。可変表示ユニット８６及び作
動口８４ａ，８４ｂは、遊技性を司る部位であり遊技者の注意が集まりやすい。それら可
変表示ユニット８６及び作動口８４ａ，８４ｂを遊技機中央において上下に並べて配置す
ることで両者間での視線の移動量を抑え、遊技者の目に生じる負担の低減に貢献している
。
【００７４】
　可変入賞装置８３も通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており、
大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになっている
。可変入賞装置８３の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定個
数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を
上限として可変入賞装置８３が繰り返し開放されるものが一般的である。
【００７５】
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　遊技盤８０には、内レール部１０１と外レール部１０２とが取り付けられており、これ
ら内レール部１０１と外レール部１０２とにより誘導レールが構成され、後述する遊技球
発射機構から発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【００７６】
　遊技球発射機構１１０は、図６に示すように、樹脂ベース７１における窓孔７６の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構１１０は、電磁式のソレノイド１１１と、発射レ
ール１１２と、球送り機構１１３とからなり、ソレノイド１１１への電気的な信号の入力
により当該ソレノイド１１１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構１１３によって発
射レール１１２上に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【００７７】
　発射レール１１２と遊技盤８０に取り付けられた内，外レール部１０１，１０２との間
には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方には前扉枠１４の通路形成ユニット５０に
形成されたファール球通路５５が配設されている。したがって、仮に遊技球発射機構１１
０から発射された遊技球が遊技領域の上部に到達せずに、内，外レール部１０１，１０２
によって構成される誘導レールを逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路
５５内に入る。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、ファール球通路
５５に入った遊技球は下皿３４に排出される。
【００７８】
　樹脂ベース７１において発射レール１１２の左方には、樹脂ベース７１を前後方向に貫
通させて通路形成部１２１が設けられている。通路形成部１２１には図３に示すように本
体側上皿通路１２２と本体側下皿通路１２３とが形成されている。本体側上皿通路１２２
及び本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路
形成部１２１の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユニット５０の受口部５３
が入り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上皿通路５１が配置され、本
体側下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路５１が配置されている。
【００７９】
　樹脂ベース７１において通路形成部１２１の下方には、本体側上皿通路１２２及び本体
側下皿通路１２３を開閉する開閉部材１２４が取り付けられている。開閉部材１２４はそ
の下端に設けられた支軸１２５により前後方向に回動可能に支持されており、さらに本体
側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３を閉鎖する前方位置に付勢する図示しない付
勢部材が設けられている。したがって、前扉枠１４を本体枠１３に対して開いた状態では
開閉部材１２４が図示の如く起き上がり、本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２
３を閉鎖する。これにより、本体側上皿通路１２２又は本体側下皿通路１２３に遊技球が
貯留されている状態で前扉枠１４を開放した場合、その貯留球がこぼれ落ちてしまうとい
った不都合が防止できる。これに対し、前扉枠１４を閉じた状態では、前扉枠１４の通路
形成ユニット５０に設けられた受口部５３により付勢力に抗して開閉部材１２４が押し開
けられる。この状態では、本体側上皿通路１２２と前扉側上皿通路５１とが連通し、さら
に本体側下皿通路１２３と前扉側下皿通路５２とが連通している。
【００８０】
　次に、本体枠１３の背面構成について説明する。図８は本体枠１３の背面図である。
【００８１】
　樹脂ベース７１の背面における回動先端側（図８の左側）には、施錠装置１３１が設け
られており、シリンダ錠７５におけるキー操作に対して施錠装置１３１が連動し、本体枠
１３及び前扉枠１４の解錠が行われる。
【００８２】
　樹脂ベース７１の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により本体枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可
能に取り付けられている。また、樹脂ベース７１の背面には、裏パックユニット１５を本
体枠１３に締結するための被締結孔１３４が設けられている。
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【００８３】
　樹脂ベース７１の背面には、係止金具１３５が複数設けられており、これら係止金具１
３５によって上述したように樹脂ベース７１に対して遊技盤８０が取り付けられている。
ここで、遊技盤８０の背面の構成を説明する。図９は遊技盤８０を後方より見た斜視図、
図１０は遊技盤８０から主制御装置ユニット１６０を取り外した状態を示す背面図である
。
【００８４】
　遊技盤８０の中央に配置される可変表示ユニット８６には、センターフレーム９２を背
後から覆う合成樹脂製のフレームカバー１４１が後方に突出させて設けられており、フレ
ームカバー１４１に対して後側から上述した図柄表示装置９１が取り付けられるとともに
、その図柄表示装置を駆動するための表示制御装置が取り付けられている（図示は省略）
。これら図柄表示装置９１及び表示制御装置は前後方向に重ねて配置され（図柄表示装置
が前、表示制御装置が後）、さらにその後方に音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載
されている。音声ランプ制御装置ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付
台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が
装着されている。
【００８５】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【００８６】
　図１０に示すように、遊技盤８０（詳しくはベース部材８１）の背面には、集合板ユニ
ット１５０が設けられている。その集合板ユニット１５０は、前記可変表示ユニット８６
の下方に配置されている。集合板ユニット１５０は、遊技盤８０への取付部としての集合
板１８０及び遊技球の回収機構等の各種機構を備えている。より具体的には、集合板１８
０に、各種入賞口に入賞した遊技球を回収するための遊技球回収機構と、各種入賞口等へ
の遊技球の入賞を検知するための入賞検知機構と、シート材１７０を介して発光演出を行
うシート発光機構２５０とが設けられている。
【００８７】
　集合板１８０は遊技盤８０の背面と平行な板状をなす。集合板１８０の左右方向寸法は
遊技盤８０の幅寸法とほぼ同等に構成されており、その左右両側部には複数の貫通孔（図
示略）が形成されている。集合板１８０（集合板ユニット１５０）は、それら貫通孔にビ
ス等の締結具を挿通した状態で遊技盤８０の背面に固定されている。以下、遊技球回収機
構及び入賞検出機構について説明し、シート発光機構２５０についての詳細は後述する。
【００８８】
　先ず遊技球回収機構について説明すると、集合板１８０には、前記一般入賞口８２，可
変入賞装置８３，作動口８４の遊技盤開口部に対応して且つ下流側で１カ所に集合する回
収通路１５１が形成されている。一般入賞口８２等に入賞した遊技球は何れも回収通路１
５１を介して遊技盤８０の下方に集合する。遊技盤８０の下方には後述する排出通路があ
り、回収通路１５１により遊技盤８０の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される
。なお、アウト口８７も同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった
遊技球もアウト口８７を介して排出通路内に導出される。
【００８９】
　入賞検知機構について説明すると、集合板１８０には、遊技盤８０表側の一般入賞口８
２と対応する位置に入賞口スイッチ１５２が設けられ、可変入賞装置８３と対応する位置
にカウントスイッチ１５３が設けられ、作動口８４に対応する位置に作動口スイッチ１５
４が設けられている。これらスイッチ１５２～１５４により遊技球の入賞がそれぞれ検知
される。なお、集合板ユニット１５０外における可変表示ユニット８６の左右両側には、
スルーゲート８５を通過する遊技球を検知するゲートスイッチ１５５が設けられている。
【００９０】
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　遊技盤８０の背面には、集合板ユニット１５０を後方から覆うようにして主制御装置ユ
ニット１６０が搭載されている。主制御装置ユニット１６０の構成について図１１を用い
て説明する。図１１は主制御装置ユニット１６０の構成を示す斜視図である。
【００９１】
　主制御装置ユニット１６０は、合成樹脂製の取付台１６１を有し、取付台１６１に主制
御装置１６２が搭載されている。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主
制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備してお
り、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成され
ている。
【００９２】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としての封印部１６４によって開封不能に連結され、
これにより基板ボックス１６３が封印されている。封印部１６４は、基板ボックス１６３
の長辺部に５つ設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて封印処理が行われる。
【００９３】
　封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば
任意の構成が適用できるが、封印部１６４を構成する長孔に係止爪を挿入することでボッ
クスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。封印部１６４
による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそ
のような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度
封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、５つの封印部１６４のうち、少なくと
も一つの長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制
御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合
には、係止爪が挿入された封印部と他の封印部との連結部分を切断する。これにより、基
板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を
取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の封印部の長孔に係止爪を挿
入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残して
おけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【００９４】
　基板ボックス１６３の一方の短辺部には、その側方に突出するようにして複数の結合片
１６５が設けられている。これら結合片１６５は、取付台１６１に形成された複数の被結
合片１６６と１対１で対応しており、結合片１６５と被結合片１６６とにより基板ボック
ス１６３と取付台１６１との間で封印処理が行われる。
【００９５】
　次に、裏パックユニット１５について説明する。図１２は裏パックユニット１５の正面
図、図１３は裏パックユニット１５の分解斜視図である。
【００９６】
　裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して
、払出機構部２０２、排出通路盤２０３、及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けら
れている。裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、払出機構部
２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形
状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び上面が閉鎖
され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８６を囲むのに
十分な大きさを有する。
【００９７】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板２１３が設けられている。外部端子板２
１３には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管
理制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後
方からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を本体
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枠１３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が本
体枠１３に対して回動可能に支持されている。また、ベース部２１１には、本体枠１３に
設けられた被締結孔１３４に対して締結するための締結具２１５が設けられており、当該
締結具２１５を被締結孔１３４に嵌め込むことで本体枠１３に対して裏パックユニット１
５が固定されている。
【００９８】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。すなわち、裏パック２０１の最上部には上方に開口したタンク２２１が設
けられており、タンク２２１には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給さ
れる。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が
連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結
されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。払出
装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置２２４の下流側に設けられた図示し
ない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２１１に設けられた遊技球分配部２２
５に供給される。
【００９９】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿３３、下皿３４
又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部２２６が上
述した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１を介して上皿３３に通じ、中央の開
口部２２７が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路５２を介して下皿３４に通じ、外
側の開口部２２８が排出通路に通じるように形成されている。
【０１００】
　払出機構部２０２には、裏パック基板２２９が設置されている。裏パック基板２２９に
は、例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ２２９ａの切替操作により
電源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１０１】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤２０３及
び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤２０３は、制御装置集
合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路２３１が形成されており、当
該排出通路２３１の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通
路２３１は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した
回収通路１５１等から排出通路２３１に導出された遊技球は当該排出通路２３１を通るこ
とでパチンコ機１０外部に排出される。
【０１０２】
　制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に
払出制御装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とが搭載されている。これら払出制御
装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパチンコ機１０後
方となるように前後に重ねて配置されている。
【０１０３】
　払出制御装置２４２は、基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出制御基
板が収容されている。なお、払出制御装置２４２から払出装置２２４への払出指令の信号
は上述した裏パック基板２２９により中継される。また、払出制御装置２４２には状態復
帰スイッチ２４５が設けられている。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【０１０４】
　電源及び発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられて
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いる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した
際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるように
なっている。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を
遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電
源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０１０５】
　ここで、図１４乃至図１８を用いて、上述した集合板ユニット１５０のシート発光機構
２５０について詳しく説明する。図１４は集合板ユニット１５０を表側から見た斜視図、
図１５は集合板ユニット１５０を裏側から見た斜視図、図１６は集合板ユニット１５０（
シート発光機構２５０）を分解して示す分解斜視図、図１７はカバー部材２５７の斜視図
、図１８は図７のＡ－Ａ線部分端面図である。
【０１０６】
　シート発光機構２５０は、複数の基板２５１～２５６とそれら基板２５１～２５６を覆
うカバー部材２５７，２５８とを備えている。基板２５１～２５３及び基板２５４～２５
６と、カバー部材２５７及びカバー部材２５８とはそれぞれ同様の構成を有するため、以
下、基板２５１～２５３及びカバー部材２５７について説明する。
【０１０７】
　基板２５１～２５３は、遊技盤８０（詳しくはベース部材８１）の背面と平行な板状に
形成されている。これら基板２５１～２５３は集合板１８０の前面側にビス等の締結具に
よって固定されている。基板２５１～２５３における遊技盤８０の背面と対向する側は、
発光体２５９を搭載する搭載面２５１ａ～２５３ａとされ、複数の発光体２５９（本実施
の形態においては発光ダイオード）がハンダ付け等の固定手段によって固定されている。
なお、発光ダイオードに代えて白熱球等を用いることも可能である。
【０１０８】
　基板２５１～２５３の背面には複数の配線（図示略）が結合されており、集合板１８０
にはこれら配線に対応した貫通孔２６０～２６２が形成されている。これら配線は貫通孔
２６０～２６２を介して音声ランプ制御装置１４３に接続されている。この音声ランプ制
御装置１４３からの信号（指令）に基づき、発光体２５９の点灯、点滅が行なわれる。す
なわち発光態様の制御（以下、発光制御ともいう）が行われる。因みに本実施の形態にお
いては、多色発光タイプの発光ダイオードを用い、音声ランプ制御装置１４３によって発
光色の移り変わりも制御する構成としたが、単色発光タイプの発光ダイオードを用いるこ
とで発光色を変化させない構成とすることも可能である。なお、集合板１８０における基
板２５４～２５６の背面側にも貫通孔２９８～３００が形成されており、これら基板２５
４～２５６にも配線が結合されている。
【０１０９】
　カバー部材２５７は、集合板１８０における遊技盤８０と対向する側に配置されている
。すなわち、上述したようにカバー部材２５７によって、基板２５１～２５３（詳しくは
発光体２５９）がパチンコ機１０の前方から覆われている。図１７を参照してカバー部材
２５７の主要な構成について説明する。なお、パチンコ機１０の完成状態においては、図
１５の右上側がパチンコ機１０の前側、左下側がパチンコ機１０の後側となる。
【０１１０】
　カバー部材２５７は、集合板１８０に対する取付部としてのベースプレート２６５を備
えている。ベースプレート２６５は長板状に形成されている。ベースプレート２６５にお
ける遊技盤８０と対向する面（図１７におけるベースプレート２６５の上面）には、遊技
盤８０から離れる方向に凹んだ凹部２６７が複数設けられている。それら凹部２６７の底
には丸孔２６８がそれぞれ形成されている。それら丸孔２６８に遊技盤８０側からビス等
の締結具を挿通した状態で、ベースプレート２６５（カバー部材２５７）は集合板１８０
に固定されている。かかる固定状態においては、締結具の頭部は凹部２６７に収容され、
ベースプレート２６５における遊技盤８０と対向する面（すなわち上面）から突出しない
構成となっている。
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【０１１１】
　ベースプレート２６５には、発光体２５９からの光を規制する張出部２７０～２７２が
設けられている。張出部２７０～２７２は、ベースプレート２６５と一体に成形されてお
り、ベースプレート２６５からシート材１７０の背面に向かって突出している。各張出部
２７０～２７２はベースプレート２６５の長手方向に延びており、張出部２７０及び張出
部２７１は同一直線上に、張出部２７０及び張出部２７２は所定の間隔を隔てて平行に、
それぞれ配置されている。より具体的には、パチンコ機１０の完成状態において、張出部
２７０，２７１が、張出部２７２よりも上側となるように構成されている。
【０１１２】
　また、張出部２７０～２７２は底部が開放された中空状をなし、これら張出部２７０～
２７２（開放された部分）の後方に基板２５１～２５３（詳しくは発光体２５９）が配置
されている。張出部２７０～２７２について詳述すれば、各張出部２７０～２７２は、ベ
ースプレート２６５から起立する筒状の周壁２７７～２７９を有する。周壁２７７～２７
９における遊技盤８０に対向する部位には、周壁２７７～２７９の開口を塞ぐ天壁２８０
～２８２が形成されている。したがって、発光体２５９から射出された光は、これら周壁
２７７～２７９及び天壁２８０～２８２に到達する。カバー部材２５８についても同様の
構成、すなわちベースプレート２６６及び張出部２７３～２７６を備えている。
【０１１３】
　遊技盤８０のベース部材８１には、上述した各張出部２７０～２７６に対応して開口部
２８３～２８９が形成されている。すなわち、開口部２８３～２８９に張出部２７０～２
７６が収容される構成となっている。開口部２８３～２８９は作動口８４等を挟んで左右
両側に設けられている。発射レール１１２側の開口部２８３～２８５と発射ハンドル４１
側の開口部２８６～２８９とは同様の構成を有する。以下、再び図７及び図１８を用いて
、開口部２８３～２８５とそれら開口部２８３～２８５の周辺に設けられた誘導釘２９０
～２９２とについて詳細に説明する。
【０１１４】
　開口部２８３～２８５は、遊技盤８０の背面側ではパチンコ機１０の後方に開放されて
おり、遊技盤８０の前面側ではシート材１７０によって覆われている。開口部２８３～２
８５は左右に延びる横長状をなし、開口部２８３，２８４を上側、開口部２８５を下側と
して配置されている。上側の開口部２８３，２８４は、パチンコ機１０の正面視において
遊技盤８０（詳しくは遊技領域）の側部から作動口８４に向かって下り傾斜している。よ
り詳しくは、開口部２８３を作動口８４側として、開口部２８３と開口部２８４とが同一
直線状となるように配置されている。なお、これら開口部２８３，２８４を一体とするこ
とも可能である。
【０１１５】
　また、下側の開口部２８５は、上側の開口部２８３と平行に配置されており、遊技盤８
０（詳しくは遊技領域）の側部から可変入賞装置８３に向かって下り傾斜している。
【０１１６】
　上側の開口部２８３，２８４の周辺には、誘導釘２９０，２９１が複数植設されている
。より具体的には、誘導釘２９０は開口部２８３，２８４の上側の長辺に沿って配置され
ており、誘導釘２９１は開口部２８３，２８４の下側の長辺に沿って配置されている。こ
れら誘導釘２９０，２９１によって、遊技領域を流下する遊技球を作動口８４に導く誘導
通路２９３が形成されている。本実施の形態においては、この誘導通路２９３の入口（上
方の端部）の上方にスルーゲート８５が配置されている。すなわち、図７に示すように、
スルーゲート８５は可変表示ユニット８６の側方に位置している。可変表示ユニット８６
の側方を流下した遊技球のうちスルーゲート８５を通過した遊技球は、誘導通路２９３に
導かれ、作動口８４に到達しやすい構成となっている。
【０１１７】
　また、下側の開口部２８５の周辺にも誘導釘２９２が複数植設されている。より具体的
には、誘導釘２９２は開口部２８５の長辺（下端辺）に沿って配置されている。開口部２
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８５は、誘導釘２９１と誘導釘２９２とによって挟まれる構成となっている。それら誘導
釘２９１，２９２によって区画された領域が、遊技球を可変入賞装置８３に導く誘導通路
２９４を形成している。
【０１１８】
　誘導釘２９０～２９２は棒状をなし、遊技盤８０の前面に対しほぼ直交した状態で設け
られている。より詳細には、誘導釘２９０～２９２は、遊技盤の前面に対し若干上向き（
本実施の形態においては５°程度）で設けられている。このように誘導釘２９０～２９２
を傾けることで、遊技球が釘に接触した際に、遊技盤８０側（シート材１７０）に向かっ
て誘導することができる。遊技球は遊技盤８０と当たることでその流下の勢いが減じられ
る。このように遊技球を減速することで、遊技者による遊技球の視認を容易なものとする
ことができる。また、遊技球を遊技盤８０に沿って流下させることで、それら遊技球がガ
ラス２２に当たるといった不都合を抑制することもできる。但し、このように誘導釘２９
０～２９２を遊技盤８０の前面に対して斜めに傾けて取り付けたことで、誘導釘２９０～
２９２の根元端（後端側）が下方に下がる構成となっている。
【０１１９】
　パチンコ機１０が製造される際に、遊技盤８０に対する誘導釘２９０，２９１の植設工
程にて、誘導釘２９０，２９１の打ち込みにより誘導釘２９０，２９１の先端部が開口部
２８３～２８５に近づいた場合、開口部２８３～２８５の内周面が盛り上がったりする不
都合が生じ得る。また、遊技盤８０の清掃等のメンテナンスに際し、誘導釘２９０，２９
１に負荷がかかることで、誘導釘２９０，２９１がパチンコ機１０の後方へ押し込まれた
りする可能性がある。かかる場合にも、誘導釘２９０，２９１の先端部が開口部２８３～
２８５に近づき、開口部２８３～２８５の内周面が盛り上がったりする不都合が生じ得る
。開口部２８３～２８５には、上述の如くカバー部材２７０が挿入される構成となってい
る。このため、開口部２８３～２８５の内周面の盛り上がりに起因して、カバー部材２７
０の組み付け性が悪化するおそれがある。しかしながら本実施の形態においては、開口部
２８３～２８５を誘導通路２９３，２９４の下寄りに配置した。すなわち、開口部２８３
，２８４は誘導釘２９１寄りに、開口部２８５は誘導釘２９２寄りに配置されている。こ
のため、仮に誘導釘２９０，２９１が押し込まれた場合であっても、開口部２８３，２８
４に影響がおよびにくくなっている。これにより、開口部２８３～２８５の保護を図り、
カバー部材２７０の組み付け性を担保している。なお、開口部２８５～２８８の周辺にも
同様に誘導釘２９５～２９７が植設されている。これら開口部２８５～２８８も自身の下
方に位置する誘導釘２９６，２９７寄りに配置されている。
【０１２０】
　次に、図１８に基づいて遊技盤８０及びカバー部材２５７の相互の関係について説明す
る。なお、図１８には開口部２８３～２８５とカバー部材２５７のみを示すが、開口部２
８５～２８８及びカバー部材２５８の相互の関係も同様である。
【０１２１】
　開口部２８３～２８５の内周面はカバー部材の周壁２７７～２７９に対応して形成され
ている。より具体的には、開口部２８３～２８５の内周面は、周壁２７７～２７９の外周
面と平行となるように構成されており、それら内周面及び外周面の両者はほぼ同一の外形
（実際には周壁２７７～２７９の外形のほうが若干小さい）を有する。また、天壁２８０
～２８２は、シート材１７０の背面と平行に形成されている。カバー部材２５７のベース
プレート２６５の前面が遊技盤８０の背面に接触した状態で、カバー部材２５７（集合板
ユニット）の前後方向の位置決めがなされる。このようにカバー部材２５７の位置決めが
なされた状態で、天壁２８０～２８２はシート材１７０の背面に対して面当りする構成と
なっている。
【０１２２】
　本実施の形態においては、カバー部材２５７は合成樹脂により一体成形されている。す
なわち、遊技盤８０に対しての位置決め機能を有するベースプレート２６５とシート材１
７０に接する天壁２８０～２８２とが一体成形されている。位置決め部位を他の部材に付
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与する場合と比較すれば、天壁２８０～２８２のシート材１７０に対する位置ばらつきを
抑えることが容易である。すなわち、集合板ユニット１５０の組み付けばらつきに起因し
て、天壁２８０～２８２とシート材１７０との距離がばらつくことを抑制することができ
る。
【０１２３】
　また、張出部２７０～２７２の天壁２８０～２８２の周縁部には、先細り状をなすテー
パ部２７０ａ～２７２ａが形成されている。これにより、張出部２７０～２７２の開口部
２８３～２８５への挿入を容易なものとしている。
【０１２４】
　ここで、再び図１４を用いて、シート材１７０の主要な構成について説明する。シート
材１７０は、光透過性を有する樹脂材料、例えばキャブロイド（太平化学製品（株）の登
録商標）等で形成された樹脂板１７１と、同じく光透過性を有する裏紙１７２と、それら
樹脂板１７１及び裏紙を接着する接着層１７３とを備えている。樹脂板１７１の背面には
、パチンコ機１０の機種に関する絵柄等が印刷により描画又は着色されたインク塗布層１
７４が形成されている。このインク塗布層１７４によって遊技盤８０の意匠性の向上が図
られている。インク塗布層１７４の背側には接着層１７３が設けられ、インク塗布層１７
４（詳しくは樹脂板１７１）と裏紙１７２とが接着されている。シート材１７０は遊技盤
８０の前面に接着等の固定手段（接着層１７６）によって取り付けられている。上述した
接着層１７３及びインク塗布層１７４も光透過性を有し、シート材１７０は全体として光
を透過する構成となっている。
【０１２５】
　なお、遊技盤８０に開口部２８３～２８９が形成されているため、シート材１７０にベ
ース部材８１によって後方から支えられない領域が生じる。本実施の形態においては、樹
脂板１７１の厚み寸法を通常よりも増すことで（具体的には０．４ｍｍ程度とすることで
）、シート材１７０の補強を図っている。
【０１２６】
　カバー部材２５７も、光透過性を有する合成樹脂（例えばアクリル樹脂やポリカーボネ
ート樹脂等）により形成されている。カバー部材２５７におけるシート材１７０と対向す
る側のほぼ全面には、光を遮断する黒色の塗装が施されている。具体的には、張出部２７
０～２７２における開口部２８３～２８５と対向する周面の全域には塗装が施されている
。一方、天壁２８０～２８２におけるシート材１７０と対向する面の一部は塗装がなされ
ておらず（以下、非塗装領域２８０ａ～２８２ａという）、光の通過が許容されている。
上述した発光体２５９から発せられた光はカバー部材２５７を介してシート材１７０の背
面に到達する。かかる場合、発光体２５９からの光はカバー部材２５７によって規制され
る。すなわち、天壁２８０～２８２の非塗装領域２８０ａ～２８２ａを通過した光のみが
、シート材１７０の背面に到達する。非塗装領域２８０ａ～２８２ａは、所定の絵柄（本
実施の形態においては水しぶきの絵柄）をなすように形成されている。このため、シート
材１７０を介してパチンコ機１０の前方に射出される光は、非塗装領域２８０ａ～２８２
ａすなわち所定の絵柄と同様の形となる。すなわち、発光体２５９の点灯又は点滅時にシ
ート材１７０の表面に所定の絵柄を明るく表示することが可能となり、消灯時との差異を
表現することができる。本実施の形態においては特に、パチンコ機１０の正面視において
、シート材１７０における非塗装領域２８０ａ～２８２ａと重なる位置に、それら非塗装
領域２８０ａ～２８２ａ（所定の絵柄）と同様の輪郭を有する絵柄１７５が付与されてい
る。このため、発光範囲の輪郭をより鮮明にし、発光しない部位との差異を明確にするこ
とが可能となっている。具体的には、水しぶきの絵柄は白色で着色されており、その周辺
の背景は青色で着色されている。このため、水しぶきの絵柄が発光することで、周囲の青
色との差異を明確にし、発光時に水しぶきの絵柄を際立てることが可能となっている。
【０１２７】
　再び図１８を用いて、発光体２５９から射出された光の伝わり方（移動経路）について
説明する。発光体２５９から射出された光は、カバー部材２５７の張出部２７０に入射す
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る。張出部２７０に入射した光のうち、張出部２７０の周壁２７７に向かう光はその周壁
２７７によって吸収又は反射される。また、張出部２７０の天壁２８０に向かう光のうち
非塗装領域２８０ａに到達した光のみがカバー部材２５７を通過する。カバー部材２５７
を通過した光はシート材１７０の背面に照射される。かかる場合、その照射範囲は非塗装
領域２８０ａとほぼ同一の模様をなす。シート材１７０に至った光は、シート材１７０に
付与された絵柄１７５の描画範囲でパチンコ機１０の前方に射出される。これにより、シ
ート材１７０の絵柄１７５が発光する。
【０１２８】
　図７を用いて、遊技球の流下経路について説明する。遊技球は、遊技球発射ハンドル４
１が操作されることによって遊技盤８０の遊技領域に射出される。遊技領域に射出された
遊技球は釘８８によって流下方向を変えながら可変表示ユニット８６の左側方を流下する
。可変表示ユニット８６の側方を流下した遊技球の一部は誘導釘２９０によって作動口８
４ａに導かれる。作動口８４ａに導かれた遊技球の一部は作動口８４ａに入賞し、その入
賞を契機として主制御装置１６２により大当たりの判定が行われるとともに、図柄表示装
置９１の図柄が変動表示される。
【０１２９】
　また、可変表示ユニット８６の側方を流下する遊技球の一部は、スルーゲート８５を通
過する。これらスルーゲート８５を通過した遊技球は誘導釘２９１（誘導通路２９３）に
よって作動口８４ｂに導かれる。誘導釘２９１によって誘導される遊技球は、誘導釘２９
０によってその上方への移動が規制されており、作動口８４ｂへの移動が担保されやすく
なっている。遊技球がスルーゲート８５を通過することで、主制御装置１６２による抽選
が実施され、抽選に当選した場合、電動役物８９が所定時間の間開放される。かかる場合
、少なくともスルーゲート８５を通過した遊技球は作動口８４ｂへ向かって移動しやすい
ため、電動役物８９が開放された際の、遊技者に対し遊技球の入賞への期待感を抱かせる
ことが可能である。遊技球が作動口８４ｂに入賞することで、作動口８４ａと同様に大当
たりの抽選等が行なわれる。
【０１３０】
　誘導釘２９０等によって、可変表示ユニット８６を迂回して流下する遊技球を、遊技盤
８０の中央付近へと誘導することができる。これにより、作動口８４ａ，８４ｂを遊技盤
８０の中央付近へと配置することが可能となっている。作動口８４ａ，８４ｂ及び可変表
示ユニット８６を遊技盤８０の中央付近、すなわち遊技者の目の正面となる位置付近に集
約することで、それら作動口８４ａ，８４ｂ等の視認性の向上に貢献している。
【０１３１】
　なお、本実施の形態においては、可変表示ユニット８６の右側方には図示しない役物等
が配置されているため、遊技球の流下経路が設定されていない。しかしながら、それら役
物等の代わりに遊技球の流下経路を設定することも可能である。
【０１３２】
　ここでパチンコ機１０の機種変更に伴う遊技盤８０等の互換性について説明する。パチ
ンコ機１０の機種変更を行う際には、各機種で固有となる構成、例えば遊技盤８０等が新
設される。シート材１７０は機種固有となる絵柄が付されているため、共用化は困難であ
るが、ベース部材８１等の各種構成は各機種間で共通化することが可能となっている。具
体的には、上述の如くシート材１７０の発光部位に対応する開口部２８３等を誘導釘列２
９０等に沿って広域に配置しているため、発光部位の配置自由度が向上されている。これ
により、開口部２８３等をシート材の絵柄の変更に合わせて変更する必要性が低減されて
おり、ベース部材８１の共通化を図りつつ、シート材の発光部位の変更に対応可能となっ
ている。
【０１３３】
　シート発光機構２５０に関しては、シート材１７０の発光部位の変更に対応して、カバ
ー部材２５７，２５８が変更される。より具体的には、カバー部材２５７，２５８の塗装
範囲の変更により非塗装領域２８０ａを変えることで、シート材の発光部位に合わせた光
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規制範囲の設定が可能となっている。すなわち、カバー部材２５７，２５８においは、そ
の塗装範囲のみを変更することで各機種固有の発光部位への適応が可能となっており、部
材そのものは共通のものが使用される。これにより、カバー部材２５７，２５８を含んだ
シート発光機構２５０全体の共通化が促進されている。
【０１３４】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図１９のブロック図に基づいて説明する
。図１９では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０１３５】
　主制御装置１６２に設けられた主制御基板３０１には、主制御回路３０２と停電監視回
路３０３とが内蔵されている。主制御回路３０２には、ＣＰＵ３１１が搭載されている。
ＣＰＵ３１１には、当該ＣＰＵ３１１により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ３１２と、そのＲＯＭ３１２内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ３１３と、割込回
路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１３６】
　ＲＡＭ３１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置２４
３に設けられた電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデー
タが保持される構成となっている。
【０１３７】
　ＣＰＵ３１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路３０２の入力側には、主制御基板３０１に設けら
れた停電監視回路３０３、払出制御装置２４２に設けられた払出制御基板３２２及びその
他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路３０３には電
源及び発射制御基板３２１が接続されており、主制御回路３０２には停電監視回路３０３
を介して電力が供給される。
【０１３８】
　一方、主制御回路３０２の出力側には、停電監視回路３０３、払出制御基板３２２及び
中継端子板３２３が接続されている。払出制御基板３２２には、賞球コマンドなどといっ
た各種コマンドが出力される。中継端子板３２３を介して主制御回路３０２から音声ラン
プ制御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板３２４に対して各種コマンドなどが出
力される。
【０１３９】
　停電監視回路３０３は、主制御回路３０２と電源及び発射制御基板３２１とを中継し、
また電源及び発射制御基板３２１から出力される最大電源である直流安定２４ボルトの電
源を監視する。
【０１４０】
　払出制御基板３２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＣＰＵ３３１は、そのＣＰＵ３３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ３３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ３
３３とを備えている。
【０１４１】
　払出制御基板３２２のＲＡＭ３３３は、主制御回路３０２のＲＡＭ３１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持
用電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
【０１４２】
　払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板３２２の入力側には、主
制御回路３０２、電源及び発射制御基板３２１、及び裏パック基板２２９が接続されてい
る。また、払出制御基板３２２の出力側には、主制御回路３０２及び裏パック基板２２９
が接続されている。
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【０１４３】
　電源及び発射制御基板３２１は、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二重
線矢印で示す経路を通じて、主制御回路３０２や払出制御基板３２２等に対して各々に必
要な動作電力を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に
したがって遊技球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は
所定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０１４４】
　音声ランプ制御基板３２４は、各種ランプ部２３～２５やスピーカ部２６やシート発光
機構２５０（発光体２５９）、及び表示制御装置３２５を制御するものである。演算装置
であるＣＰＵ３４１は、そのＣＰＵ３４１により実行される制御プログラムや固定値デー
タ等を記憶したＲＯＭ３４２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ３４３とを備え
ている。
【０１４５】
　音声ランプ制御基板３２４のＣＰＵ３４１にはアドレスバス及びデータバスで構成され
るバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板３２４の入力
側には中継端子板３２３に中継されて主制御回路３０２が接続されており、主制御回路３
０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２３～２５，スピーカ部２６
，シート発光機構２５０（発光体２５９），及び表示制御装置３２５を制御する。表示制
御装置３２５は、音声ランプ制御基板３２４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表
示装置９１を制御する。
【０１４６】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１４７】
　発光体２５９から射出された光は、カバー部材２５７，２５８によってその広がりが抑
えられた状態でシート材１７０の背面に照射される。これにより、シート材１７０の所望
とする範囲での発光が可能となる。すなわち、光の広がりを抑え、所望とする範囲（絵柄
１７５）での発光を行うことができる。このため、発光する部分と発光しない部分との境
界を明確にし、インパクトのある発光演出が可能となる。
【０１４８】
　カバー部材２５７，２５８の張出部２７０～２７６（詳しくは天壁２８０～２８２）が
シート材１７０の背面に接しており、天壁２８０～２８２におけるシート材１７０との接
面に光の照射範囲を決定する塗装が施されることで非塗装領域２８０ａ～２８２ａが形成
されている。これにより、発光体２５９からの光がシート材１７０に到達するまでに広が
るといった不都合を好適に抑制できる。故に、シート材１７０の発光模様（絵柄１７５）
の輪郭を明確にすることが可能となっている。
【０１４９】
　また、カバー部材２５７の天壁２８０～２８２をシート材１７０の背面と平行としたた
め、部分的に光の広がりが大きくなるといった不都合を抑制することができる。故に、発
光模様の輪郭の鮮明さを担保することが可能となる。
【０１５０】
　シート材１７０の背面への光の照射範囲を、カバー部材２５７の周壁２７７～２７９で
はなく、天壁２８０～２８２の非塗装領域２８０ａ～２８２ａによって規制する構成とし
た。周壁２７７～２７９によって照射範囲の輪郭を決定する場合、細かな形状に対応する
ことでカバー部材２５７の成形性が悪化したり強度が下がったりすると想定される。しか
しながら、光の照射範囲を非塗装領域２８０ａ～２８２ａによって決定することで、上述
したような不都合を回避できる。
【０１５１】
　さらに、周壁２７７～２７９によって照射範囲を規制する場合、輪郭以外の絵柄の模様
に対応することは困難であると考えられるが、天壁２８０～２８２ａの非塗装領域２８０
ａ～２８２ａによって照射範囲を規制することで、塗装範囲の変更により輪郭以外の模様
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にも容易に対応することができる。
【０１５２】
　天壁２８０～２８２の非塗装領域２８０ａ～２８２ａによって光の照射範囲を規制する
ことで周壁２７７～２７９を簡素化することができる。故に、周壁２７７～２７９内での
光の広がりを許容し、シート材１７０に照射される光の光量のばらつきを低減することが
できる。すなわち、発光領域内での明暗の差を低減することができる。
【０１５３】
　また、非塗装領域２８０ａ～２８２ａの変更により、光の照射範囲を調整することがで
きるため、カバー部材２５７，２５８の汎用性を向上することができる。同様に開口部２
８３等も発光絵柄の決定に直接的に関与していない。このため、それら開口部２８３等の
変更を行うことなく多様な発光態様（模様）を実現できる。このように開口部の共通化を
図ることで、演出効果の向上にともなう製造コストの増加を抑えつつ、発光態様の自由度
を担保することができる。
【０１５４】
　カバー部材２５７，２５８のベースプレート２６５，２６６に、カバー部材２５７，２
５８の遊技盤８０に対する位置決めとしての機能を付与した。これにより、天壁２８０等
がシート材１７０に強干渉するといった不都合を抑制することが可能となっている。また
天壁２８０等及びベースプレート２６５，２６６は合成樹脂により一体成形されている。
このため、両者の相対位置のばらつきが生じにくい。これにより、天壁２８０等とシート
材１７０との強干渉を一層好適に抑制することができる。このようにシート材１７０の変
形を回避することが可能であることで、シート材１７０の変形を抑え、意匠性の担保に貢
献することができる。
【０１５５】
　本実施の形態においては特に、遊技領域内にシート発光機構２５０を配置している。こ
のようにシート発光機構２５０を遊技領域に配置した場合、シート材１７０が変形するこ
とで、遊技球の正常な流下が阻害されるといった不都合生じるおそれがある。しかしなが
ら、上述の如くシート発光機構２５０（詳しくはカバー部材２５７，２５８）とシート材
１７０との強干渉が抑制されているため、遊技球の正常な流下を担保することが可能であ
る。したがって、発光演出をより広い範囲で行いつつ、発光演出の範囲拡大に伴い遊技領
域が縮小されるといった不都合を回避することができる。
【０１５６】
　また、図１８に示したように、開口部２８４等においてはシート材１７０の後方にカバ
ー部材２５７の天壁２８０等が配置されている。仮に遊技球が開口部２８４等の前方でシ
ート材１７０に当たった場合であっても、シート材１７０に生じる負荷をカバー部材２５
７等によって受け止めることができる。これにより、シート材１７０に生じる負荷を低減
することが可能である。
【０１５７】
　シート発光機構２５０（カバー部材２５７，２５８及び基板２５１～２５６）を集合板
１８０に装着する構成とした。カバー部材や基板を複数備える構成とすることで、発光演
出効果の向上を図ることができる反面、発光手段や光規制部材等の着脱作業が煩雑化する
と懸念される。上述の如く集合板１８０にシート発光機構２５０を搭載し集合板ユニット
１５０を構成することで、それらを一体化した状態で着脱できる。これにより、メンテナ
ンス時等の作業性を担保することができる。故に、装飾効果及び発光演出効果の向上を図
りつつ、それに起因する作業性の悪化を抑制することができる。
【０１５８】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０１５９】
　（ａ）上記実施の形態では、図１８等に示すように、シート材１７０の後方に「光規制
部材」としてのカバー部材２５７，２５８を配置した。このカバー部材２５７，２５８に
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より、発光体２５９から射出された光をシート材１７０の所定の範囲に到達させる構成と
した。
【０１６０】
　以下に光規制部材（カバー部材）の変形例を示す。カバー部材２５７及びカバー部材２
５８は同様の構成を有するため、カバー部材２５７（張出部２７０）及び開口部２８３の
変形例を詳細に説明する。図２０の（ａ）～（ｄ）は、図７のＡ－Ａ線端面図を元に光規
制部材（カバー部材）の変形例を概略化して示す概略図である。
【０１６１】
　（ａ－１）上記実施の形態では、カバー部材２５７の張出部２７０が周壁２７７及び天
壁２８０を有する構成としたが、周壁２７７及び天壁２８０のいずれかを有さない構成と
することも可能である。
【０１６２】
　先ず、周壁２７７を有さない場合の変形例について説明する。周壁２７７を有さない場
合、天壁２８０は開口部２８３を塞ぐ構成とすることが望ましい。これにより、発光体２
５９からの光がカバー部材２５７を介することなく、シート材１７０に到達するといった
不都合を抑制することができる。また、周壁２７７に代えて、天壁２８０を支持する支持
部を天壁２８０とベースプレート２６５とに渡して設けるとよい。例えば図２０の（ａ）
に示すように、カバー部材３５０に、天壁３５１とその天壁３５１を支える柱状の支持部
３５２とを設け、その支持部３５２によって天壁３５１とベースプレート３５３とを結合
するとよい。
【０１６３】
　次に、天壁２８０を有さない場合の変形例について説明する。天壁２８０を有さない場
合、図２０の（ｂ）に示すように周壁３５５の前端部がシート材１７０の背面に接する構
成とするとよい。但しかかる場合、カバー部材３５６によって規制されるシート材１７０
への光の照射範囲は、周壁３５５の内周縁によって決定される。このため、周壁３５５の
内周縁が所定の絵柄の輪郭と同一とすることが望ましい。
【０１６４】
　（ａ－２）上記実施の形態では、カバー部材２５７の張出部２７０を中空状としたが、
張出部２７０を中空状としなくてもよい（図２０の（ｃ）参照）。すなわち張出部３６０
を塊状（ソリッド状）としてもよい。かかる場合、ベースプレート３６１の発光体２５９
と対向する面は、非塗装面とすることが望ましい。
【０１６５】
　（ａ－３）上記実施の形態では、シート材１７０の背面とカバー部材２５７の天壁２８
０とが接する構成としたが、それらシート材１７０の背面とカバー部材２５７の天壁２８
０とが所定のクリアランスを有する構成とすることも可能である。すなわち、カバー部材
２５７及び遊技盤８０の製造ばらつきや両者の組み付けばらつきを許容する程度のクリア
ランスを、シート材１７０の背面とカバー部材２５７の天壁２８０と間に設定することも
可能である。
【０１６６】
　（ａ－４）上記実施の形態では、開口部２８３の内周面と周壁２７７の外周面との間に
所定のクリアランスを設ける構成としたが、クリアランスを設けない構成とすることも可
能である。遊技盤８０（詳しくはベース部材８１）に開口部２８３を形成することで遊技
盤８０の剛性が低下することが懸念される。しかしながら、上述の如く、開口部２８３に
周壁２７７（張出部２７０）を嵌め込む構成とすることで、遊技盤８０の補強を行うこと
ができる。
【０１６７】
　（ａ－５）上記実施の形態では、カバー部材２５７の張出部２７０にテーパ部２７０ａ
を設けたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、開口部２８３の後端部に、
パチンコ機１０の後方に向かって開口外側に傾斜するテーパ部を設けてもよい。
【０１６８】
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　また、張出部２７０の一部にテーパ部２７０ａを設けたが、張出部２７０全体をテーパ
状とすることも可能である。すなわち、張出部３６５がパチンコ機１０の前方に向かって
先細り状をなす構成とすることも可能である（図２０の（ｄ）参照）。開口部３６６も同
様に、遊技機後方で開口が大きくなるテーパ状としてもよい。
【０１６９】
　（ｂ）上記実施の形態では、シート材１７０におけるカバー部材２５７の非塗装領域と
対応する部位に所定の絵柄を設ける構成としたが、それら絵柄を設けない構成とすること
も可能である。このように絵柄を設けない構成においては、発光体２５９が点灯又は点滅
した時にのみ、シート材１７０に発光模様が表示される。これにより、演出効果の向上を
図ることができる。
【０１７０】
　（ｃ）上記実施の形態では、塗装によってカバー部材２５７，２５８の光透過部と非光
透過部とを形成したが、これを以下のように変更してもよい。例えば、メッキ処理によっ
て光透過部と非光透過部とを形成してもよい。また、カバー部材２５７，２５８を黒色等
の光透過性を有さない金属又は合成樹脂材料によって形成し、光透過部に開口を設けても
よい。
【０１７１】
　また、カバー部材２５７，２５８を黒色等の光透過性を有さない金属又は合成樹脂材料
によって形成し、光透過部に開口を設けてもよい。特に、発光部位が細いデザイン等の開
口の形成に困難となる形状を含まない場合、カバー部材自身の材質の変更を行うことで、
コストの低減に貢献することができる。
【０１７２】
　一方、発光部位が細かなデザインを含む場合、上述した塗装やメッキ処理等によって発
光範囲を調整するとよい。これにより、細やかなデザイン等への追従性を向上できる。ま
た、カバー部材の金型を共通化することで、コストの増加を抑えつつ多機種への対応が可
能となる。
【０１７３】
　（ｄ）上記実施の形態では、シート発光機構２５０を遊技領域にのみ設けたが、これを
変更し、遊技盤８０における遊技領域以外の部位に設けることも可能である。
【０１７４】
　（ｅ）上記実施の形態では、図１６に示すように、「発光手段」としての基板２５１等
を集合板１８０の前方から取り付ける構成とした。これを以下のように変更してもよい。
すなわち、図２１及び図２２に示すように、基板３７０～３７５を集合板１８０の後方か
ら取り付ける構成としてもよい。例えば、図２２に示すように、基板３７０を集合板１８
０の後方からビス等の締結具によって固定するとよい。これにより、基板３７０（発光体
２５９）のメンテナンスの際に、基板３７０のみを取り外すことができる。すなわち、遊
技盤８０から集合板ユニット１５０を取り外す必要が無い。これにより、作業の煩雑化を
抑制することができる。
【０１７５】
　また、基板３７０を集合板１８０の後方から取り付ける構成とした場合、発光体２５９
からの光が集合板１８０を通過する構成とすることが可能である。かかる場合、集合板１
８０に光を拡散させる機能を付与することで、シート材１７０に到達する光の光量の偏り
を抑えることができる。例えば、集合板１８０の光透過部分をレンズ状とするとよい。
【０１７６】
　（ｆ）カバー部材２５７，２５８と発光体２５９との間に、光を拡散させる光拡散部材
を設けてもよい。例えば、光透過性を有する樹脂板の表面に複数の凹凸を形成したレンズ
部材を設けるとよい。
【０１７７】
　また、カバー部材２５７，２５８の周壁２７７等の内周面に鏡面加工等の表面処理を施
してもよい。これにより、発光体２５９から射出された光が張出部２７０～２７６の内部
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にて周壁２７７に吸収され、光量が減少するといった不都合を抑制できる。故に、シート
材１７０に到達する光の量を担保することができる。
【０１７８】
　（ｇ）上記実施の形態では、シート材１７０はその全域で光が透過する構成としたが、
これを変更し、ベース部材８１の開口部に対応する範囲でのみ光が透過する構成とするこ
とも可能である。かかる場合であっても、シート材１７０の光透過部と非光透過部によっ
て発光の模様が決定されるわけではなく、カバー部材２５７，２５８によって決定される
。このため、シート材１７０の光透過部が所定の模様（絵柄）を構成する必要がない。故
に、シート材１７０の製造工程が複雑化するといった不都合を抑制することができる。
【０１７９】
　また、シート材１７０自身を光透過性を有する材料で形成し、その背面に光透過性を有
さない塗装等を施してもよい。開口部２８３～２８８に対応する範囲に塗装を施さない部
位を設けることで、所望とする発光模様を実現できる。かかる場合、カバー部材２５７，
２５８に施された塗装を削除することも可能である。
【０１８０】
　（ｈ）上記実施の形態では、ベース部材８１を木製としたが、合成樹脂製としてもよい
。かかる場合、遊技球の回収通路１５１等を一体成形することも可能である。例えば、ベ
ース部材８１をＡＢＳ樹脂やアクリル樹脂等で形成するとよい。特に、ベース部材を光透
過性を有する合成樹脂にて形成すると、発光演出を容易化や外観の美的向上に貢献できる
。
【０１８１】
　但し、光透過性を有する合成樹脂を用いてベース部材を形成した場合、上述の如く発光
演出等が容易になる反面、釘８８等に当たった際の遊技球の動きが緩慢なものとなり（す
なわち弾みにくくなり）、所定の位置、例えば作動口８４ａへ遊技球を集めることが困難
となる。また、遊技球の動きを楽しむといったパチンコ機本来の面白みが損なわれること
も懸念される。一方、本実施の形態に示すように、木製のベース部材８１に釘８８等を打
つ構成であれば、遊技球の勢いは殺されにくく、例えば作動口８４ａ等へ遊技球を導いた
りすることが容易となる反面、遊技盤８０自身が光を通しにくいため遊技盤８０（シート
材１７０）での発光演出は困難なものとなる。
【０１８２】
　上記実施の形態に示すように、光透過性を有さない木製のベース部材８１を用いる構成
であっても、遊技盤８０での発光演出を容易に実現可能な構成とすれば、遊技球の動きを
楽しむといった遊技機の本質を担保しつつ、演出の多様化を実現することが可能となる。
すなわち、本発明を木製のベース部材に適応することで、その効果をより有益なものとす
ることができる。
【０１８３】
　なお、ベース部材８１は一枚の木板やケナフ等の草材で形成してもよいし、それら木板
やケナフ等の草材によって形成された複数の板よりなる合板で形成してもよい。
【０１８４】
　（ｉ）上記実施の形態では、集合板１８０及びシート発光機構２５０をユニット化して
、遊技盤８０に取り付ける構成とした。これを以下のように変更してもよい。すなわち、
集合板１８０とシート発光機構を別体とし、遊技盤８０にそれぞれ取り付ける構成として
もよい。
【０１８５】
　（ｊ）上記実施の形態では、集合板１８０とカバー部材２５７，２５８とを別体とした
が、これを変更し、両者を一体成形してもよい。但しかかる場合、上述の如く、基板２５
１～２５６は集合板１８０に対してパチンコ機１０の後方から取り付ける構成とすること
が望ましい。
【０１８６】
　また、カバー部材２５７，２５８の張出部２７０～２７２，２７３～２７６とベースプ
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レート２６５，２６６とを一体成形したが、これらを別体で成形することも可能である。
【０１８７】
　（ｋ）上記実施の形態では、１つのカバー部材で複数の基板（発光体）を覆う構成とし
たが、これを変更し、１つのカバー部材で１つの基板を囲う構成としてもよい。また、１
つのカバー部材で１つの発光体を覆う構成とすることも可能である。
【０１８８】
　（ｌ）上記実施の形態では、カバー部材２５７，２５８のベースプレート２６５，２６
６が遊技盤８０の背面に接することで、カバー部材２５７，２５８のシート材１７０に対
する位置が決まる構成とした。これを以下のように変更してもよい。すなわち、集合板１
８０が遊技盤８０の背面に接することで、カバー部材２５７，２５８のシート材１７０に
対する位置が決まる構成とすることも可能である。
【０１８９】
　（ｍ）上記実施の形態では、遊技盤８０のベース部材８１の背面にカバー部材２５７，
２５８を直接装着する構成としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、カ
バー部材２５７，２５８を、ベース部材８１の背面に取り付けられた補強部材等の別部材
を介してベース部材８１に装着する構成としてもよい。
【０１９０】
　（ｎ）上記実施の形態では、シート材１７０の背面とカバー部材２５７，２５８の非塗
装領域２８０ａとが接する構成とし、発光時のシート材１７０の発光対象絵柄の外縁を明
確化した。これを以下のように変更してもよい。すなわち、シート材１７０の背面と非塗
装領域との間に所定のクリアランスを設ける構成としてもよい。これにより、発光対象絵
柄の外縁をぼやけた状態とすることができる。例えば、張出部２７０～２７２の内周面を
塗装し、天壁２８０～２８２における裏パックユニット１５側の面に非塗装領域を設ける
とよい。これにより、シート材１７０と天壁２８０～２８２とを接触した状態としつつ、
シート材１７０の背面と非塗装領域との間に所定のクリアランスを設定することができる
。
【０１９１】
　（ｏ）上記実施の形態では、シート材１７０に描かれた絵柄全体を発光させる構成とし
たが、これを変更し、絵柄の一部分のみを発光させる構成としてもよい。例えば、絵柄が
有する複数の色のうち特定の色のみを、他の色との境界で区切って発光させてもよい。ま
た、複数の鱗を有する魚の絵柄においては、その個々の鱗を発光させる構成としてもよい
。
【０１９２】
　（ｐ）上記実施の形態とは異なる他のタイプの弾球遊技機、例えば他の役物を備えたパ
チンコ機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】本体枠の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】本体枠の構成を示す背面図である。
【図９】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１０】遊技盤から主制御装置ユニットを取り外した状態を示す背面図である。
【図１１】主制御装置ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１２】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１３】裏パックユニットの分解斜視図である。
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【図１４】集合板ユニットを表側から見た斜視図である。
【図１５】集合板ユニットを裏側から見た斜視図である。
【図１６】集合板ユニットを分解して示す分解斜視図である。
【図１７】カバー部材の構成を示す斜視図である。
【図１８】図７のＡ－Ａ線部分端面図である。
【図１９】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図２０】光規制部材の変形例を示す概略図である。
【図２１】集合板ユニットの別の形態を示す分解斜視図である。
【図２２】図２２のＢ－Ｂ線部分端面図である。
【符号の説明】
【０１９４】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、８０…遊技盤、８１…ベース部材、１
５０…集合板ユニット、１５１…回収通路、１７０…シート材、１７１…樹脂板、１７２
…裏紙、１７３…接着層、１７４…インク塗布層、１７５…絵柄、１８０…集合板、２５
０…シート発光機構、２５１～２５６…基板、２５７，２５８…光規制部材としてのカバ
ー部材、２５９…発光手段としての発光体、２６５，２６７…接触部としてのベースプレ
ート、２７０～２７６…張出部、２７０ａ～２７６ａ…テーパ部、２７７～２７９…周壁
、２８０～２８２…壁部としての天壁、２８０ａ～２８２ａ…非光透過部としての非塗装
領域、２８３～２８８…開口部、２９０～２９２…誘導釘、２９３，２９４…誘導通路、
２９５～２９７…誘導釘。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１３】 【図１４】



(33) JP 5282395 B2 2013.9.4

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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